
 

 

 

 

 

 

 

バ・オール建築等施設整備工事 

特記仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

青森県 五戸町  



１ 工事名称 

第２号 バ・オール建築等施設整備工事（以下、「本工事」という。） 

 

２ 目的 

  本工事は、五戸町が令和５年度において行った「五戸町産地直売施設（仮称）建築工事

実施設計」及び「五戸町産地直売施設（仮称）宅地造成測量及び設計業務委託」並びに令

和６年度において行った「五戸町農産物直売等拠点施設変更図面作成業務委託」の成果に

基づき、五戸町農産物直売等拠点施設（名称：バ・オール）の施設整備を行うものである。 

 

３ 工事場所 

五戸町大字上市川字中山前 地内 

  対象地番：13-1，14-1，15-1，16-1，17-1，18-1，19-1，20-1，21，22，23-1，128-2 

 

４ 履行期限 

令和８年３月 31日 

 

５ 工事内容 

本工事の内容は、次のとおりとし、詳細は別冊とする。 

（１）建築工事  Ｎ＝1.0式 

 ①建築工事   Ｎ＝1.0式 

 ②機械設備工事  Ｎ＝1.0式 

 ③電気設備工事  Ｎ＝1.0式 

（２）施設外構工事  Ｎ＝1.0式 

 ①土工    Ｎ＝1.0式 

 ②法面工   Ｎ＝1.0式 

 ③舗装工   Ｎ＝1.0式 

 ④排水工   Ｎ＝1.0式 

 ⑤防護柵工   Ｎ＝1.0式 

 ⑥付属施設工   Ｎ＝1.0式 

 ⑦区画線工   Ｎ＝1.0式 

 ⑧安全費   Ｎ＝1.0式 

 

６ 適用 

この特記仕様書は、以下に定める特記仕様書であり、本工事に適用する。 

（１）建築工事（以下、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定図書） 

 ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

 ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

 ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 



 （２）施設外構工事 

  ・青森県県土整備部 土木工事共通仕様書 

  本工事の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、契約書、設計仕様書、設計図書

及び上記仕様書によるものとする。 

 

７ その他 

（１）工事にあたり疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 

（２）打合せ及び協議記録簿等については、受注者により作成するものとし、作成後速やか

に監督職員に提出するものとする。 

（３）施工完了後にあっても瑕疵がある場合は直ちに訂正するものとする。 

（４）本特記仕様書、契約書、設計仕様書、設計図書及び６適用に記載する仕様書等に定め

のない事項については、発注者受注者協議の上、決定するものとする。 


